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問
い
合
わ
せ
先

　
役
場
農
政
課
農
政
係

　
☎
（
86
）
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１
３
６
［
直
通
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電
気
柵
を
設
置
す
る
際
は
、
設
置
基

準
を
守
り
、週
に
１
度
は
点
検
を
行
い
、

安
全
管
理
を
徹
底
し
ま
し
ょ
う
。

注意喚起の記載例注意喚起の記載例

　電気柵の設置例（イノシシ対策の場合）

電牧器

アースは１㍍間隔

50
㌢
以
上
の
高
さ
に
設
置

危険表示板

20
～
30
㌢

20
㌢

●

●

上
下
結
線
は

50
㍍
間
隔

電
気
柵
の
正
し
い
　
　
　
　
　

　
　
　
設
置
方
法

【
効
果
的
な
設
置
の
ポ
イ
ン
ト
】

・
動
物
の
口
や
鼻
な
ど
に
触
れ
る

高
さ
に
電
柵
線
を
設
置
（
イ
ノ

シ
シ
の
場
合
は
地
面
か
ら
約
20

㌢
の
高
さ
）

・
ア
ー
ス
は
地
面
に
深
く
垂
直
に

埋
設
し
、
１
㍍
間
隔
で
設
置

・
上
下
結
線
は
50
㍍
間
隔
で
接
続

・
電
柵
線
は
草
木
に
触
れ
な
い
よ

う
に
設
置

・
定
期
的
に
周
辺
を
除
草

・
使
用
し
な
い
時
期
は
電
柵
線
を

撤
去

〇
安
全
管
理

　
平
成
27
年
に
静
岡
県
で
電
気
柵
に
よ
る
感
電
死
事
故
が
発
生
し
て
い
ま
す
。

事
故
を
防
ぐ
た
め
に
安
全
管
理
を
徹
底
し
、
次
の
こ
と
を
守
り
ま
し
ょ
う
。

・
不
法
改
造
を
し
な
い

・
民
家
付
近
に
設
置
し
な
い

・
子
ど
も
を
近
づ
か
せ
な
い

・
公
道
沿
い
に
設
置
し
な
い

〇
設
置
基
準

　
電
気
柵
は
電
気
事
業
法
で
設
置
方
法
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
満
た
す
べ
き

主
な
基
準
は
次
の
と
お
り
で
す
。
必
ず
基
準
を
守
っ
て
設
置
し
ま
し
ょ
う
。

①
危
険
で
あ
る
旨
の
掲
示

②
電
気
柵
用
電
源
措
置
を
使
用

③
漏
電
遮
断
器
を
設
置

④
開
閉
器
（
ス
イ
ッ
チ
）
を
設
置

町
制
施
行
20
周
年
記
念
町
総
合
文
化
祭

　
令
和
７
年
度
の
長
島
町
総
合
文
化

祭
を
開
催
し
ま
す
。

　
舞
台
発
表
や
絵
画
・
書
道
な
ど
の

作
品
展
示
を
予
定
し
て
い
ま
す
の

で
、ぜ
ひ
来
場
く
だ
さ
い
。

〇
日
時

・
11
月
１
日（
土
）

　
正
午
～
午
後
10
時

・
11
月
２
日（
日
）

　
午
前
８
時
30
分
～
午
後
３
時

〇
場
所

　
町
文
化
ホ
ー
ル

　
町
Ｂ
＆
Ｇ
海
洋
セ
ン
タ
ー
体
育
館

問
い
合
わ
せ
先

　
町
教
育
委
員
会
社
会
教
育
課　
　

　
☎（
88
）６
５
０
０［
直
通
］

昨年の文化祭の様子昨年の文化祭の様子


